
　　　　　　　　　　　　　　　 会報委員会

　　　北海道労働局

　この制度は、所定外(時間外）労働の削減、年次有給休暇の 　　　※「労働時間等の設定の改善」とは、

　取得促進、その他 「※労働時間等の設定の改善」 を目的  各事業場における労働時間、年次有給休暇等に関する事項

　として、職場意識の改善のための研修、周知、啓発、労働時  について労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な

　間の管理の適正化に向けて”機械・器具の導入及び更新”等  働き方に対応したより良いものにすることをいいます。

　を実施する中小企業事業主に対して、実施費用の一部を助

　成するものです。

　《対象事業主》

　（１）労働者災害補償保険の適用事業主であること

 ’（2）

　（3）雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が９日未満、又は月間平均所定外労働時間数が１０時間以上

　　であり、「労働時間等の設定の改善」に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主を対象。

　《助成内容》

　１．支給対象となる取組みの一例(今回新たに追加された助成項目を紹介します！）

　◆労働能率の増進に資する設備・機器等の拡充　⇒ ・小売業のＰＯＳ装置導入・更新

　　 ・自動車修理業の自動車リフト導入・更新

・飲食店での食器洗い乾燥機の導入・更新など

　※上記の取組みは、年次有給休暇の年間平均取得日数を４日以上増進させ、 労働者の月間平均時間外労働時間を５時

　　間以上削減するのが条件となります！

　２．成果目標の設定と評価期間（㊟３か月）が必要です。

　３．支給額

　◆成果目標の達成状況に応じて、支給額は異なります。　

「労働能率の増進に資する設備・機器等の場合」　⇒　補助対象経費の合計額×補助率（３／４）ただし、上限額８０万円
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・飲食店での食器洗い乾燥機の導入など労働能率 

 を向上させる設備機器を導入・更新したい。 

 

・労務管理について専門家に相談したい。・労務管理 

 用機器を導入したい。 

★利用の流れ、詳細については、北海道労働局(労働基準部監督課）へお問合せ願います。 

☎(代）０１１－７０９－２３１１ 

[対象業種により、資本金の額及び労働者の人数等の要件があります。] 

 小売業（飲食店含む）の場合 ⇒ Ａ 資本金５，０００万以下、 Ｂ 常時雇用の労働者５０人以下 

           インターネットを利用した 「かんたん証明書請求」 を推奨してます！ 
 不動産及び会社・法人の登記事項証明書について、迅速かつ簡単に交付請求ができます。 
「登記ねっと 供託ねっと  http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/」 
(ナビゲーション機能付きで、初めての方でも簡単操作！）   窓口請求    600円   
 ◆釧路地方法務局                         オンライン請求 500円(普通郵便代含む） 



平成２０年４月１日に、商工会等職員人事交流により池田町商工会に赴任し、６年５ヶ月にわたり商工会職員として務め

させていただきましたが、この度の人事交流により、９月１日付で音更町商工会に異動することになりました。

就任当時は、経営指導員に任命されたばかりで、不慣れでわからない事も多々あり、正直戸惑いもありました。しかし、

会員の皆様の温かいご支援をいただき、徐々にではありますが、自分なりに経営指導員としての職務を遂行できたと思

っております。

今年に入り、景気や雇用環境の改善がみられてはおりますが、これも一部の地域、業種に限られており、地方の小規模

事業者まで波及しているとはとても言えない状況であります。

商工会員の皆様におかれましては、大変厳しい経営環境が続くと思われますが、地域内での連携・協力体制を更に充

実させて、地域経済の発展に努めて頂くことを願っております。

  最後になりますが、会員の皆様のご隆盛・ご健勝と池田町商工会の今後益々のご繁栄をご祈念申し上げ、御礼と退任

の挨拶とさせていただきます。 

　６年５ヶ月の間、本当にお世話になりました。有難うございました。 

　商工会月刊ダイアリー

　８-９月

　　　　　　   第35回いけだ夏まつり 　　１丁目～２丁目通り

 　 　　　　　　商工会職員送迎会 　　味の香味屋

            ７月２６日 いけだＤＥナイトがファイナルを飾る。 

 

  当日、準備中の１４時過ぎから雨模様、 会場テントの設営時にはやや強めの雨が降り出し、出店者さんの 

準備の動きに立ちはだかる。  なぜか、ナイト開催日には、雨神がいるらしく、 スタッフ一同雨乞いと一抹の 

不安を抱えていたが、１７時直前には雨がやみコンディション良くスタートする。 

  一方、例年通りのメニューを心得ている”高齢のお客様”が、本部テント前で席を陣取っており、スタンプカ 

―ド、買い物券交換、そしてビンゴ券購入と時間と共に流れていく。 

 昨年末より、ナイト開催にあたって、計６回の会議を重ね論議してきた「いけだDEナイト」。 

参加者の喜ぶ顔、まつりを楽しむ情景など”街なかをにぎやかにしたい”商店街の販売促進 

につなげたい・・・と言う気持ちは全員にあった。 

 

 イベントの今後の内容や方向性を再検討し、新たな出発を図るということで、ナイトファイナルを決定しました 

。 お客様の声を聞くために、まず、参加者アンケートを実施し、これから会員皆様のご意見を頂戴する予定で 

おりますので、『新たな、いけだ街並み活性事業』にご協力いだだけることを期待しております。 

 今回、ご協力いただきました広告参加店、出店者、料飲協力店の皆様、そしてスタッフの皆様に感謝申し上 

げます。 

                

 

 

          
 

   

畔木経営指導員 退任のご挨拶 

 ”まちゼミ” ⇒   本年度、「街ゼミ」開催にあたり、広報資料を同封させていただき 
ましたので、是非ご一読願います！ 

 ビンゴ大会  バルーンアート  2丁目コーナー 
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